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条例の素案を
作る

市の課題など
を話し合う

条例制定まで
の流れ

条例のたたき
台案を作る

条例の原案を
作る

条例案を作る

市ホームページの「自治基本条例の取組」ページに、
過去の会議の内容（資料、会議要旨）を掲載していま
す。併せて、自治基本条例に関するご意見も随時、募
集しています。また、市民ワーキンググループ会議は
原則、公開していますので、傍聴を希望する人は企画
課までお問い合わせください。

【問合せ】〒８７７－８６０１　
          　（住所記載不要）企画課政策企画係
          　　☎２２－８２２７（市役所６階）
          　（ＦＡＸ）２２－８３２４
          　（メール）kikaku@city.hita.oita.jp

　自治基本条例を広く市民にお知らせするために
３月23日、パトリア日田で市民フォーラム「市民
参加のまちづくりと自治基本条例」を開催しまし
た。（参加者数：約１２０人）
　この市民フォーラムでは、九州大学の嶋田暁文
准教授による「自治基本条例について」の基調講
演や、神戸市で自治会長を務める絹川正明さんの
「市民が主体となったまちづくり」についての取
組報告、市長を交えたパネルディスカッションを
行い、「市民参加のまちづくりと自治基本条例がど
のように関係してくるのか」について意見交換を
行いました。
　フォーラムの中で絹川さんから「一市民が日田
市全体を動かすのは無理だが、自分の住んでいる
地域は動かすことができる。そのときによりどこ
ろとなるのが、自治基本条例だと思う」といった
話がありました。
　今後も地区説明会などを開催し、市民の皆さん
の意見を聞きながら制定に向けた取組を進めてい
きます。

みんなでつくろう自治基本条例 （第７回）

第16回市民ワーキンググループ会議
と　き：５月８日㈫
        　午後６時～８時
ところ：市役所７階中会議室

新しい博物館へ向けて

日田市立博物館基本構想を策定しました

　日田市立博物館は、市制20周年・淡窓没後１００周年記念事業の一環
として、昭和35年12月に開館しました。
　以来、皆さんの協力を得ながら特別展や企画展、小・中学生の自然研
究作品展、子供たちを対象にした植物昆虫採集会、科学実験教室、地質
探検教室、一般市民を対象にした探鳥会、星空観察会、自然観察会など
自然科学を中心とした博物館活動を行ってきました。
　しかし、築50年が経過し建物の老朽化や収蔵場所の不足など多くの課
題があり、施設の見直しが迫られています。
　一方、近年、自然環境問題が注目を集める中、自然との触れ合いを通
じて自然の大切さを未来へ引き継ぐことが求められています。
　そこで、今日までの博物館の課題を整理し、これからの博物館に必要
な基本方針やその内容を示す新博物館の基本構想を策定しました。

新たな博物館では、従来の地質や動物・植物の他、科
学や宇宙などの分野も取り入れ、訪れた人が生きた自
然を学べるよう下記の６つの柱を立て、積極的に活動
を行う博物館を目指します。

※詳細は、市ホームページ又は市役所１階３日以内窓口係の前にある行政資料コーナーでご覧ください。

　 自然の再発見
　　（見やすく分かりやすい展示）

本物の資料等を使って、自然を体感
できるよう充実した展示を行います。

目的と背景

新博物館の活動方針 博物館活動のイメージ

ホームページ等で
体験学習の情報を発信

自然科学体験や自然環境学習を通じて、
発見や感動、学び合う楽しさを実感

市民博物館

　 自然と人への思いやり
　　（自然環境学習の推進と自然環
　　境保全に向けた普及啓発活動）

自然の雄大さや命の大切さに気付
き、自然を通して人と人とが「互い
に学び合う」楽しさを市民が共有で
きる自然環境学習を展開します。
（例：自然観察会、バードウォッチ
ング、天体観察会、地質探検教室な
ど）

　 市民参加の館
　　（「学び」に協力できる体制作り）

博物館に訪れた人の学習意欲を増進
させ、自然を専門とする学芸員を中
心とした博物館運営を目指します。
また、市民ボランディアを育成し博
物館活動を支える人材を育てます。

　 自然界の様子を探る
　　（自然調査研究活動と情報発信）

市内の各所で自然環境調査を行い、
集めた資料の調査・研究を進め、そ
の成果をホー
ムページ等を
通じて積極的
に発信します。

　 自然のタイムカプセル
　　（適正な資料の管理）

植物・昆虫・鉱物の標本などを未来
に残すために
収蔵庫を設置
し、保存・管
理に努めます。

　 ワクワク・ドキドキ
　　（自然や科学に関心を持つ子供
　　たちの育成）

多彩な体験教室を開催し、自発的で
生き生きとし
た子供の育成
に取り組みま
す。

【問合せ】博物館　☎２２－５３９４
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人権コラム　

心、豊かに
市民意識調査報告②

大分県人権啓発
イメージキャラクター 
こころちゃん

　今回は、「人権に関する法律等をどの程度知っていますか」についての調査結果をお知
らせします。
　「人権に関する法律等を知っていますか」の問いに対する回答結果は、グラフ①のとお
りです。「知っている」法律は「日本国憲法」が高く、次いで「児童虐待の防止等に関す
る法律」「男女共同参画社会基本法」の順となっています。
　グラフ②は、人権に関する「研修会・講演会へ参加したことがありますか」の問いに対
する回答結果と傾向です。「参加したことがある」人は法律等を「知っている」割合が高
く、「全く参加したことがない」人は法律等を「知らない」割合が高い傾向にあり、今後
も人権尊重の意義を踏まえた教育啓発が必要であると考えます。

【問合せ】人権啓発センター　☎２２－８０１７（市役所別館１階）

[グラフ① 人権に関する法律を知っていますか] [グラフ②]
知っている 名称だけ知っている 知らない※無回答は除く。

知らない
名称だけ知っている

知っている
世界人権宣言

知らない
名称だけ知っている

知っている日田市部落差別
等をなくし人権
を 守 る 条 例

知らない
名称だけ知っている

知っている
児童虐待の防止
等に関する法律

参加したことがある
参加したことがない

研修会・講演会への参加
（自治会、公民館等）

差別をなくす
日田市民集会宣言文

犯罪被害者等基本法

人権教育及び人権啓発の
推進に関する法律

児童虐待の防止等に
関する法律

男女共同参画社会基本法

日田市部落差別等をなくし
人権を守る条例

障害者基本法
差別をなくす運動月間<８月>

同和対策審議会答申
人権週間<12/４-12/10>

世界人権宣言
日本国憲法
水平社宣言


